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閣
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議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
日
本
銀
行
の
財
務
諸
表
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
日
本
銀
行
の
財
務
諸
表
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

日
本
銀
行
の
財
務
諸
表
は
、
政
策
委
員
会
の
議
決
を
経
て
、
監
事
の
意
見
書
を
添
付
し
た
上
で
財
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
承
認
に
当
た
っ
て
は
、
同
行
の
業
務
運
営
に
お
け
る
自
主
性
に
十
分
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
関
係
法
令

の
規
定
に
則
し
て
適
正
な
決
算
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
等
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
同
行
の
会
計
規
程
は
、
同
行
が
作
成
し
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
に
基
づ
き

同
大
臣
に
届
け
出
た
内
部
規
程
で
あ
り
、
財
務
諸
表
が
同
規
程
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
は
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に

基
づ
く
同
大
臣
の
承
認
の
対
象
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
に
お
け
る
日
本
銀
行
の
自
己
資
本
比
率
（
会
計
規
程
第
十
八
条
第
二
項
に
規

定
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
度

七
・
六
二
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
五
年
度

七
・
三
三
パ
ー
セ
ン
ト

一



平
成
十
六
年
度

七
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
七
年
度

七
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
八
年
度

七
・
五
三
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
十
九
年
度

七
・
四
七
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
年
度

七
・
四
七
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
一
年
度

七
・
四
七
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
二
年
度

七
・
三
六
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
三
年
度

七
・
二
二
パ
ー
セ
ン
ト

三
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
期
間
に
係
る
財
務
諸
表
に
添
付
さ
れ
た
監
事
の
意
見
書
に
お
い
て
は
、
当
該
財
務
諸
表
が
、

日
本
銀
行
の
各
年
度
末
に
お
け
る
財
産
の
状
況
及
び
各
年
度
の
損
益
の
状
況
を
適
正
に
示
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
旨
が
記

載
さ
れ
て
お
り
、
自
己
資
本
比
率
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

四
に
つ
い
て

二



二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
期
間
に
係
る
財
務
諸
表
は
、
い
ず
れ
も
、
日
本
銀
行
が
内
部
規
程
で
あ
る
会
計
規
程
に
照
ら

し
て
適
正
と
の
認
識
の
下
、
政
策
委
員
会
の
議
決
を
経
て
、
監
事
の
意
見
書
を
添
付
し
た
上
で
財
務
大
臣
に
提
出
し
た
も
の

で
あ
り
、
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

日
本
銀
行
の
内
部
規
程
で
あ
る
会
計
規
程
に
照
ら
し
て
財
務
の
健
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
ま
ず
は
同
行
に

お
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
同
行
の
財
務
の
健
全
性
は
確
保
さ

れ
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
今
後
と
も
同
行
か
ら
提
出
さ
れ
た
財
務
諸
表
を
踏
ま
え
、
法
令
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
し
て
い

く
こ
と
と
な
る
。

三


